
　

第２次芦屋市消費者教育推進計画（原案）への市民意見募集結果
1 募集期間:令和元年１２月１６日（月）～令和２年１月２４日（金）

提出件数:１人３件

2 意見の要旨及び市の考え方

№ 項目
該当
箇所

市民からの意見（原文）
取扱
区分

市の考え方

1 全体

食の安全の問題について，必要な情報が提供される市民
の権利が保障される計画になっていないのではないでしょう
か。食品添加物や残留農薬などについては，将来を担って
いく子どもたちに大きな影響が出ないようにすることが大切で
す。何を食べたらいいのか，どう選んでいくのか，など子ども
のころからの計画的な教育が必要だと思われます。また，
日米FTAなどでアメリカ産牛肉が大量に輸入される可能性
が大きくなっています。女性ホルモンの一つであるエストロゲン
を投与することで成⾧が促進されることから使用されている
米国産牛肉は，30年前からEUは輸入を禁じています。
今回日本に大量に入ってくるのではないかと危惧する声が
出ています。子どもや若者が安いからと食べても大丈夫なの
でしょうか?芦屋市民が健康に暮らすために，こうした食の
情報は不可欠です。国が熱心でないからこそ，芦屋市の
消費者教育に食の安全性の情報提供をぜひ加えてくださ
い。

Ａ

食の安全の問題は，消費者問題の概念が生まれたきっか
けであり，現在まで続く消費者行政を推進させる大きな要
素で,第１次計画に引き続き取組項目にも記載しておりま
すが，消費者が多様な情報を得ることにより食の安全性を
判断・選択できるよう，45ページの取組項目7に「食の安
全」を加えます。
なお，食育や食の安全については，芦屋市健康増進・食
育推進計画に基づき取り組んでいます。

2

消費
者を取
り巻く
社会
情勢の
変化

P.2

環境の問題について。消費者を取り巻く社会情勢の変化
の項目に，「地球温暖化といった環境問題」とありますが，
消費者としてどのようなエネルギーの選択が環境問題に影
響がないのかなど地球環境を守る，次世代が地球で生き
ていくことができる地球環境といった観点での消費者教育に
ついての言及，施策がないように思います。気候危機とも
いわれる今，消費者としてどういうエネルギーの選択をすれ
ばいいのか，電力自由化の今，消費者教育にしっかりと
取り込んでいただきたい。自然災害多発で奪われるのは消
費者の命，生活です。根本的な問題として，環境問題と
してのくくりがないのは現代的な大きな問題であると思いま
す。

Ｄ

第1章「２消費者を取り巻く社会情勢の変化」「４消費者
市民社会とは」において，産業活動のみならず消費者一
人一人の選択が地球環境に多大な影響を与えることを記
載しています。この趣旨を踏まえ，消費者教育の啓発活
動においても，経済的観点からだけでなく，エネルギーの選
択を含めた環境の観点からも選択することを啓発し，ま
た，消費生活センターに関連図書を配架，イベントなどで
情報提供しています。
なお，地球規模の環境問題やエネルギーのことを知るため
の取組は芦屋市環境計画に基づき進めています。

3 全体

計画全般に消費トラブルが中心になりすぎ，消費生活全
般をとらえられていないと思います。消費者の5つの責任を
果たさせるためにも，消費者の権利である消費生活全般
にわたる情報提供，消費者教育，意見の政策への反映
を求めます。

Ｃ

本市の消費者教育は，契約関係が認められる消費活動
に関するものだけを切り離して考えるのではなく，消費生活
に関係の深い課題に総合的に取り組むことにより，本計画
の目標である「自ら考え，選択し，行動する消費者を支
援し，豊かで安全な消費者市民社会を実現する」を達成
することを目指しており，消費生活全般にわたる計画となっ
ております。
とりわけ契約などに関する消費生活トラブルについては，本
市においても深刻な問題であり，消費生活行政がその対
策について主たる役割を果たすべきと考えます。また，この
問題を切口とすることで，消費生活全体の課題に連動し
て取り組んでいけるものと考えます。

取扱区分:A（意見を反映）１件，B（実施にあたり考慮）０件，C（原案に考慮済み）１件，D（説明・回答）１件　


